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告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
福
田
上
字
長
沢
谷
三
、
一
〇
五
九
一
、
一
〇
九
〇
六
、
字
掛
ノ
平
四
〇
、
四

二
、
四
三
、
一
〇
九
〇
一
、
一
〇
九
〇
二
、
一
〇
九
〇
二
の
一
、
字
柴
口
四
四
の
一
、
字
上
ノ
谷
一

一
二
、
一
〇
八
八
六
、
一
〇
八
八
七
、
字
木
掛
一
四
六
、
字
道
々
一
八
九
、
一
〇
一
四
九
、
一
〇
一

五
〇
、
一
〇
八
七
六
か
ら
一
〇
八
七
九
ま
で
、
字
清
藤
一
九
五
、
一
〇
一
四
二
、
一
〇
一
四
五
、
一

〇
一
四
六
、
一
〇
八
七
四
、
一
〇
八
七
五
、
一
〇
九
二
七
か
ら
一
〇
九
三
〇
ま
で
、
字
上
清
藤
二
〇

〇
、
二
〇
三
の
一
、
二
〇
三
の
二
、
二
〇
四
の
一
、
二
〇
四
の
二
、
一
〇
九
三
一
、
一
〇
九
三
二
、

一
〇
九
三
四
の
一
、
一
〇
九
三
四
の
二
、
字
平
原
二
〇
七
、
二
〇
九
、
二
一
〇
、
二
一
二
、
二
一

三
、
二
一
五
の
一
、
二
一
五
の
二
、
一
〇
九
三
七
、
字
久
瀬
原
二
八
〇
、
二
八
二
、
字
大
元
二
九
五

の
一
、
字
下
向
一
〇
一
三
九
の
一
、
一
〇
一
三
九
の
二
、
一
〇
一
四
〇
、
字
八
保
一
〇
五
九
二
、
一

〇
五
九
三
、
一
〇
五
九
五
、
一
〇
九
〇
三
の
一
、
一
〇
九
〇
三
の
二
、
一
〇
九
〇
四
、
一
〇
九
一

三
、
字
桂
ケ
迫
一
〇
五
九
八
の
一
、
一
〇
五
九
八
の
二
、
字
上
笹
原
一
〇
五
九
九
、
一
〇
六
〇
一
の

一
か
ら
一
〇
六
〇
一
の
三
ま
で
、
字
火
ノ
迫
一
〇
六
〇
二
の
一
、
一
〇
六
〇
三
の
一
、
一
〇
六
〇
三

の
二
、
字
柴
山
一
〇
六
〇
四
、
一
〇
六
〇
五
の
一
、
一
〇
八
八
八
の
二
か
ら
一
〇
八
八
八
の
一
一
ま

で
、
一
〇
八
八
八
の
一
三
か
ら
一
〇
八
八
八
の
一
九
ま
で
、
字
ビ
ワ
ガ
原
一
〇
六
三
六
の
四
、
字
大

岩
一
〇
八
八
四
、
字
大
谷
一
〇
八
八
九
の
一
、
一
〇
八
九
一
、
字
西
新
作
一
〇
八
九
七
の
一
、
一
〇

八
九
八
の
一
、
一
〇
八
九
九
の
一
、
字
長
沢
谷
奥
一
〇
九
〇
八
、
一
〇
九
一
〇
の
一
、
一
〇
九
一

二
、
字
白
滝
一
〇
九
〇
八
の
一
、
字
大
亀
岩
一
〇
九
三
一
の
五
、
字
大
垰
一
一
一
一
六
の
一
、
字
木

床
一
一
三
九
五
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
阿
武
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
阿
武

町
経
済
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

一
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安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
十
四
号
（
一
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
）
、
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
百
四
十
一
号
（
一
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
）
、
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
四
十
六
号

（
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
）
及
び
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
六
年
農
林
水
産
省
告
示
第

千
二
百
八
十
四
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
及
び
樹
種
を
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
祢

市
建
設
農
林
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
祢
市
美
東
町
絵
堂
字
大
番
五
四
三
の
一
、
五
四
三
の
四
、
五
四
三
の
六
、
五
四
三
第
四
、
字
大

番
山
五
四
五
の
八
か
ら
五
四
五
の
一
一
ま
で
、
美
東
町
赤
字
大
杉
一
八
六
八
の
三
、
字
奥
大
杉
一
八

七
一
の
一
、
一
八
七
一
の
二
、
四
九
三
九
の
二
、
字
引
手
ケ
浴
四
九
五
一
か
ら
四
九
六
〇
ま
で
、
美

東
町
綾
木
字
城
地
山
二
二
三
二
の
三
、
二
二
三
二
の
二
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
美
祢
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
祢

市
建
設
農
林
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
十
六
号

区
画
漁
業
権
の
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
及
び
申
請
期
間
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成
三
十
年
山
口

県
告
示
第
二
百
九
号
）
に
係
る
漁
業
権
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

六
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
し
た
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

免
許
番
号

漁

業

権

者

の

住

所

及

び

名

称

区
第
一
号

下
関
市
伊
崎
町
一
丁
目
四
番
二
四
号

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

区
第
二
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
三
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
四
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
五
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
六
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
七
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
八
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
九
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
十
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
十
一
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
十
二
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
十
三
号

〃

豊
浦
町
大
字
涌
田
後
地
七
五
四
の
一

黒
井
漁
業
協
同
組
合

区
第
十
四
号

〃

伊
崎
町
一
丁
目
四
番
二
四
号

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

区
第
十
五
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
十
六
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
十
七
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
十
八
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
十
九
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
十
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
十
一
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
十
二
号

〃

〃

〃

〃

〃

二
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区
第
二
十
三
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
一
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
二
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
三
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
四
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
五
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
六
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
七
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
八
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
九
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
十
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
十
一
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
十
二
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
十
三
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
十
四
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
十
五
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
十
六
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
十
七
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
十
八
号

〃

〃

〃

〃

山
口
県
漁
業
協
同
組
合
ほ
か

一
組
合

区
第
二
百
十
九
号

宇
部
市
港
町
二
丁
目
二
番
四
二
号

新
宇
部
漁
業
協
同
組
合

区
第
二
百
二
十
号

下
関
市
伊
崎
町
一
丁
目
四
番
二
四
号

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

区
第
二
百
二
十
一
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
二
十
二
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
二
十
三
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
二
十
四
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
二
十
五
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
二
十
六
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
二
十
七
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
二
十
八
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
二
十
九
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
三
十
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
三
十
一
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
三
十
二
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
三
十
三
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
三
十
四
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
三
十
五
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
三
十
六
号

岩
国
市
由
宇
町
神
東
一
六
三
一
の
四

神
代
漁
業
協
同
組
合

区
第
二
百
三
十
七
号

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
三
十
八
号

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
三
十
九
号

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
四
十
号

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
四
十
一
号

〃

柱
島
一
四
一
の
七

柱
島
漁
業
協
同
組
合

区
第
二
百
四
十
二
号

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
四
十
三
号

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
四
十
四
号

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
小
松
開
作
六
三
の

大
島
町
漁
業
協
同
組
合

三

区
第
二
百
四
十
五
号

下
関
市
伊
崎
町
一
丁
目
四
番
二
四
号

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

区
第
二
百
四
十
六
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
四
十
七
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
四
十
八
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
四
十
九
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
五
十
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
五
十
一
号

〃

〃

〃

〃

〃

区
第
二
百
五
十
二
号

〃

〃

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
十
七
号

定
置
漁
業
権
の
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
及
び
申
請
期
間
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成
三
十
年
山
口

県
告
示
第
二
百
十
号
）
に
係
る
漁
業
権
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

六
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
し
た
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

免
許
番
号

漁

業

権

者

の

住

所

及

び

名

称

定
第
一
号

下
関
市
伊
崎
町
一
丁
目
四
番
二
四
号

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

定
第
二
号

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
宇
田
一
三
三
九

株
式
会
社
宇
田
郷
定
置
網

定
第
三
号

〃

〃

〃

〃

〃

二
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定
第
四
号

下
関
市
伊
崎
町
一
丁
目
四
番
二
四
号

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

定
第
五
号

〃

〃

〃

〃

〃

定
第
六
号

〃

〃

〃

〃

〃

定
第
七
号

長
門
市
通
五
一
四

通
定
置
株
式
会
社

定
第
八
号

下
関
市
伊
崎
町
一
丁
目
四
番
二
四
号

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

公

告

（
一
九
四
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
宇
部
市
商
工
水
産
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

コ
ジ
マ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
山
口
宇
部
空
港
店

所
在
地

宇
部
市
東
見
初
町
五
二
五
の
一
二
六

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ジ
マ

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号

木
村

一
義

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

寺
﨑

悦
男

木
村

一
義

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
コ
ジ
マ

〃

〃

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

コ
ジ
マ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
山
口
宇
部
空
港
店

所
在
地

宇
部
市
東
見
初
町
五
二
五
の
一
二
六

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ジ
マ

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号

木
村

一
義

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
レ
デ
イ
薬
局

株
式
会
社
レ
デ
イ
薬
局

―
―

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
グ
ル
ー
プ
ド

ラ
ッ
グ
＆
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
西
日
本

―
―

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
グ

ル
ー
プ
ド
ラ
ッ
グ
＆

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
西
日
本

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

〃

―
―

広
島
市
西
区
井
口
明
神

一
丁
目
一
番
一
〇
号

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

〃

―
―

村
上

正
一

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ア
ル
ク
琴
芝
店

所
在
地

宇
部
市
西
琴
芝
一
丁
目
九
一
〇

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
丸
久

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

田
中

康
男

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

四
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変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

冨
永

幸
朗

上
野
山
孝
誠

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
二
十
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
四
月
一
日

（
一
九
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る
さ
と
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

プ
リ
ム
ー
ル
あ
お
い

所
在
地

山
口
市
葵
一
丁
目
三
四
〇
二

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
都
市
開

発
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
一
四
番
一
号

中
川

裕

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
ヘ
イ
ワ
薬
局

―
―

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
六
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
小
郡

所
在
地

山
口
市
小
郡
前
田
町
二
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会

社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

柳
井

隆
博

Ｊ
Ａ
三
井
リ
ー
ス
建
物
株
式

会
社

東
京
都
中
央
区
銀
座
八
丁
目
一
三
番
一
号

工
藤

真
樹

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

加
藤

久
誠

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

保
﨑

隆
行

工
藤

真
樹

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
二
十
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
四
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
小
郡

所
在
地

山
口
市
小
郡
前
田
町
二
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会

社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

柳
井

隆
博

Ｊ
Ａ
三
井
リ
ー
ス
建
物
株
式

会
社

東
京
都
中
央
区
銀
座
八
丁
目
一
三
番
一
号

工
藤

真
樹

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

加
藤

久
誠

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

四

山 口 県 報 （定期） 第 2991 号平成30年９月４日 火曜日

五

山 口 県 報 （定期） 第 2991 号平成30年９月４日 火曜日



変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

大
門

淳

加
藤

久
誠

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
二
十
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

（
一
九
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
周
南
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久
米
Ａ
街
区

所
在
地

周
南
市
周
南
都
市
計
画
事
業
久
米
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
三
八
街
区
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

加
藤

久
誠

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

大
門

淳

加
藤

久
誠

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久
米
Ｂ
街
区

所
在
地

周
南
市
周
南
都
市
計
画
事
業
久
米
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
四
〇
街
区
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

加
藤

久
誠

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

大
門

淳

加
藤

久
誠

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久
米
Ｃ
街
区

所
在
地

周
南
市
周
南
都
市
計
画
事
業
久
米
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
三
七
街
区
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

加
藤

久
誠

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

大
門

淳

加
藤

久
誠

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日
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（
一
九
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

丸
久
錦
見
店

所
在
地

岩
国
市
錦
見
八
丁
目
二
一
番
五
六
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
丸
久

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

田
中

康
男

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

冨
永

幸
朗

上
野
山
孝
誠

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
二
十
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
四
月
一
日

（
一
九
八
）
平
成
三
十
年
度
後
期
実
施
技
能
検
定
試
験
の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
度
後
期
実
施
技
能
検
定
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

技
能
検
定
の
実
施
職
種
及
び
試
験
の
方
法

㈠

実
施
職
種

⚑

特
級
の
技
能
検
定

鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
金
型
製
作
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
工
場
板

金
、
め
っ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立

て
、
半
導
体
製
品
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
油
圧
装
置
調
整
、
建
設

機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

⚒

一
級
及
び
二
級
の
技
能
検
定

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
係
る
も

の職

種

試

験

科

目

さ

く

井

ロ
ー
タ
リ
ー
式
さ
く
井
工
事

工

場

板

金

機
械
板
金

数
値
制
御
タ
レ
ッ
ト
パ
ン
チ
プ
レ
ス
板
金

機

械

検

査

機
械
検
査

電

気

機

器

組

立

て

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御

半

導

体

製

品

製

造

集
積
回
路
チ
ッ
プ
製
造

集
積
回
路
組
立
て

自

動

販

売

機

調

整

自
動
販
売
機
調
整

空

気

圧

装

置

組

立

て

空
気
圧
装
置
組
立
て

油

圧

装

置

調

整

油
圧
装
置
調
整

農

業

機

械

整

備

農
業
機
械
整
備

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

婦

人

子

供

服

製

造

婦
人
子
供
既
製
服
縫
製

和

裁

和
服
製
作

石

材

施

工

石
材
加
工

六
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建

築

大

工

大
工
工
事

か

わ

ら

ぶ

き

か
わ
ら
ぶ
き

配

管

建
築
配
管

型

枠

施

工

型
枠
工
事

鉄

筋

施

工

鉄
筋
組
立
て

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
工
事

防

水

施

工

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
防
水
工
事

合
成
ゴ
ム
系
シ
ー
ト
防
水
工
事

塩
化
ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
工
事

改
質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
シ
ー
ト
ト
ー
チ
工
法
防
水
工
事

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

樹
脂
接
着
剤
注
入
工
事

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

金
属
製
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
工
事

自

動

ド

ア

施

工

自
動
ド
ア
施
工

ガ

ラ

ス

施

工

ガ
ラ
ス
工
事

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

機
械
製
図
手
書
き

機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ

電

気

製

図

配
電
盤
・
制
御
盤
製
図

金

属

材

料

試

験

機
械
試
験

組
織
試
験

塗

装

鋼
橋
塗
装

⚓

三
級
の
技
能
検
定

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
係
る
も

の職

種

試

験

科

目

機

械

加

工

普
通
旋
盤

機

械

検

査

機
械
検
査

電

気

機

器

組

立

て

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

和

裁

和
服
製
作

家

具

製

作

家
具
手
加
工

建

築

大

工

大
工
工
事

か

わ

ら

ぶ

き

か
わ
ら
ぶ
き

配

管

建
築
配
管

型

枠

施

工

型
枠
工
事

鉄

筋

施

工

鉄
筋
組
立
て

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

機
械
製
図
手
書
き

機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ

電

気

製

図

配
電
盤
・
制
御
盤
製
図

⚔

単
一
等
級
の
技
能
検
定

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
係
る
も

の職

種

試

験

科

目

電

子

回

路

接

続

電
子
回
路
接
続

㈡

試
験
の
方
法

㈠
に
規
定
す
る
職
種
ご
と
に
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
を
実
施
す
る
。

二

試
験
の
期
日
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㈠

実
技
試
験

平
成
三
十
年
十
二
月
三
日
（
月
曜
日
）
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
十
七
日
（
日
曜
日
）
ま
で
の

間
に
お
い
て
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日

㈡

学
科
試
験

⚑

特
級
の
技
能
検
定

職

種

実

施

期

日

鋳
造

金
属
熱
処
理

機
械
加
工

放
電
加
工

金
型
製
作

金
属
プ
レ
ス
加

工

工
場
板
金

め
っ
き

仕
上
げ

機
械
検
査

ダ
イ
カ
ス
ト

電
子
機
器

組
立
て

電
気
機
器
組
立
て

半
導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

空
気

圧
装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

建
設
機
械
整
備

婦
人
子
供
服
製
造

プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

平
成
三
十
一
年
二
月
三
日
(日
曜
日
)

⚒

一
級
及
び
二
級
の
技
能
検
定

職

種

実

施

期

日

機
械
検
査

電
気
機
器
組
立
て

婦
人
子
供
服
製
造

配
管

型
枠
施
工

ガ

ラ
ス
施
工

金
属
材
料
試
験

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
七
日

(日
曜
日
)

さ
く
井

工
場
板
金

自
動
販
売
機
調
整

油
圧
装
置
調
整

農
業
機
械
整
備

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

和
裁

石
材
施
工

防
水
施
工

カ
ー
テ
ン

ウ
ォ
ー
ル
施
工

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

平
成
三
十
一
年
二
月
三
日
(日
曜
日
)

半
導
体
製
品
製
造

空
気
圧
装
置
組
立
て

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

鉄
筋

施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

自
動
ド
ア
施
工

電
気
製
図

塗
装

平
成
三
十
一
年
二
月
十
日
（
日
曜
日
)

⚓

三
級
の
技
能
検
定

職

種

実

施

期

日

電
気
機
器
組
立
て

配
管

型
枠
施
工

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
七
日

(日
曜
日
)

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

和
裁

家
具
製
作

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

平
成
三
十
一
年
二
月
三
日
(日
曜
日
)

機
械
加
工

機
械
検
査

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

鉄
筋
施
工

電
気
製
図

平
成
三
十
一
年
二
月
十
日
(日
曜
日
)

⚔

単
一
等
級
の
技
能
検
定

職

種

実

施

期

日

電
子
回
路
接
続

平
成
三
十
一
年
二
月
十
日
（
日
曜
日
)

三

試
験
の
場
所

山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
場
所

四

受
検
資
格

㈠

特
級
の
技
能
検
定
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭

和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。

㈡

一
級
の
技
能
検
定
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
省
令
第
六
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。

㈢

二
級
の
技
能
検
定
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
省
令
第
六
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。

㈣

三
級
の
技
能
検
定
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
省
令
第
六
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。

㈤

単
一
等
級
の
技
能
検
定
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
省
令
第
六
十
四
条
の
六
に
規
定
す

る
者
で
あ
る
こ
と
。

五

受
検
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
三
十
年
十
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
十

月
十
二
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

六

受
検
申
請
書
等
の
提
出
先

山
口
市
旭
通
り
二
丁
目
九
番
一
九
号
山
口
建
設
ビ
ル
三
階
（
郵
便
番
号
七
五
三－

〇
〇
五
一
）

山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会

七

提
出
書
類

㈠

受
検
申
請
書

㈡

受
検
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
氏
名
及
び
生
年
月
日
が
確
認
で
き
る
も
の

に
限
る
。
）

㈢

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る

書
面

八

受
検
手
数
料

受
検
申
請
書
の
提
出
の
際
に
次
に
掲
げ
る
額
を
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
納
付
す
る
こ
と
。

㈠

学
科
試
験
に
あ
っ
て
は
、
三
千
百
円

㈡

実
技
試
験
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⚑
の
表
か
ら
⚙
の
表
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
ご
と
に
そ
れ

ぞ
れ
こ
れ
ら
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額

⚑

特
級
の
技
能
検
定

九
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職

種

手

数

料

鋳
造

金
属
熱
処
理

機
械
加
工

放
電
加
工

金
型
製
作

金
属
プ
レ
ス
加
工

工
場
板
金

め
っ
き

仕
上
げ

機
械
検
査

ダ
イ
カ
ス
ト

電
子
機
器
組
立
て

電
気
機
器
組
立
て

半
導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

空
気
圧
装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

建
設
機
械

整
備

婦
人
子
供
服
製
造

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

一
万
七
千
九
百
円

⚒

一
級
の
技
能
検
定

職

種

手

数

料

和
裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

一
万
三
千
百
円

機
械
検
査

婦
人
子
供
服
製
造

一
万
四
千
九
百
円

さ
く
井

工
場
板
金

電
気
機
器
組
立
て

半
導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

空
気
圧

装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

農
業
機
械
整
備

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

石
材
施
工

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

配
管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

防

水
施
工

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

自
動
ド
ア
施
工

ガ
ラ
ス
施

工

金
属
材
料
試
験

塗
装

一
万
七
千
九
百
円

⚓

二
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者
が
平
成
三
十
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三
十
五
歳
未
満
の
者

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
上
欄

の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
）

職

種

手

数

料

和
裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

四
千
百
円

機
械
検
査

婦
人
子
供
服
製
造

五
千
九
百
円

さ
く
井

工
場
板
金

電
気
機
器
組
立
て

半
導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

空
気
圧

装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

農
業
機
械
整
備

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

石
材
施
工

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

配
管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

防

水
施
工

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

自
動
ド
ア
施
工

ガ
ラ
ス
施

工

金
属
材
料
試
験

塗
装

八
千
九
百
円

⚔

二
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者
が
平
成
三
十
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三
十
五
歳
以
上
の
者

で
あ
る
場
合
）

職

種

手

数

料

和
裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

一
万
三
千
百
円

機
械
検
査

婦
人
子
供
服
製
造

一
万
四
千
九
百
円

さ
く
井

工
場
板
金

電
気
機
器
組
立
て

半
導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

空
気
圧

装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

農
業
機
械
整
備

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

石
材
施
工

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

配
管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

防

水
施
工

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

自
動
ド
ア
施
工

ガ
ラ
ス
施

工

金
属
材
料
試
験

塗
装

一
万
七
千
九
百
円

⚕

三
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者
が
在
校
生
で
あ
り
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三

十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
る
場
合
）

職

種

手

数

料

機
械
加
工

機
械
検
査

電
気
機
器
組
立
て

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

和
裁

家
具
製
作

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

配
管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電

気
製
図

二
千
九
百
円

⚖

三
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者
が
在
校
生
で
あ
り
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三

十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
る
場
合
）

職

種

手

数

料

和
裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

四
千
四
百
円

機
械
検
査

五
千
円

機
械
加
工

電
気
機
器
組
立
て

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

家
具
製
作

建
築
大
工

か
わ

ら
ぶ
き

配
管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

六
千
円

⚗

三
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者
が
在
校
生
で
な
く
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三

十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
る
場
合
）

職

種

手

数

料

和
裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

四
千
百
円

機
械
検
査

五
千
九
百
円

機
械
加
工

電
気
機
器
組
立
て

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

家
具
製
作

建
築
大
工

か
わ

ら
ぶ
き

配
管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

八
千
九
百
円

一
〇
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⚘

三
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者
が
在
校
生
で
な
く
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三

十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
る
場
合
）

職

種

手

数

料

和
裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

一
万
三
千
百
円

機
械
検
査

一
万
四
千
九
百
円

機
械
加
工

電
気
機
器
組
立
て

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

家
具
製
作

建
築
大
工

か
わ

ら
ぶ
き

配
管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

一
万
七
千
九
百
円

⚙

単
一
等
級
の
技
能
検
定

職

種

手

数

料

電
子
回
路
接
続

一
万
七
千
九
百
円

九

問
題
の
公
表

実
技
試
験
の
問
題
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日
（
月
曜
日
）
に
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協

会
に
お
い
て
公
表
す
る
。
た
だ
し
、
一
部
の
職
種
に
つ
い
て
は
、
公
表
し
な
い
。

十

合
格
者
の
発
表
等

㈠

合
格
者
の
発
表
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
（
金
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
検
番
号
を

山
口
県
庁
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
内
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
。

㈡

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
検
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
受
検
票
を
提
示
し
て
そ
の

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

十
一

そ
の
他

㈠

受
検
案
内
、
受
検
申
請
書
等
の
請
求
は
、
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
、
市
役
所
、
町
役
場
、

公
共
職
業
安
定
所
、
高
等
産
業
技
術
学
校
、
山
口
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
又
は
防
府
地
域

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
技
能
検
定
試

験
」
と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
、
山
口

県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
す
る
こ
と
。

㈡

技
能
検
定
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
〇
八
三－

九
二

二－

八
六
四
六
）
に
す
る
こ
と
。

（
一
九
九
）
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建

築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

氏

名

二
級
建
築
士
又
は

木
造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
年
月
日

免
許
の
取
消
し
の
理
由

松
岡

英
生

二
級
建
築
士

第
四
一
四
五
号

平
成
三
〇
、

八
、
二
二

死
亡

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

河
原
一
博
後
援
会
小
野
道
雄
河
原
圭
子
阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古

992
平
成
29、
９
、
６

躍
動
す
る
山
口
を

創
る
会

小
澤
克
介
兼
重
信
輔
山
口
市
駅
通
り
２
丁
目
３

番
23号

〃
10、
２

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

一
一
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政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

木
佐
木
大
助
後
援
会

片
山
房
一
代
表
者
片
山
房
一

池
之
上
博

平
成
29、
２
、
20

会
計
責
任
者
加
藤
孝
明

西
岡
広
伸

笹
井
た
く
後
援
会

笹
井
清
二
郎
代
表
者
笹
井
清
二
郎

松
本
英
吉

〃
10、
19

三
菱
下
関
地
区
本
部
政
治
活
動

委
員
会

徳
野
啓
範
名

称
三
菱
下
関
地
区

本
部
政
治
活
動

委
員
会

三
菱
下
船
支
部

政
治
活
動
委
員

会
〃
〃
１

会
計
責
任
者
三
好
祐
介

井
上

薫

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
九
月
四
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

岩
本
の
ぶ
子
後
援
会

岩
本
信
子
岩
本
信
子
山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
1351の

１
平
成
29、
10、
11

税
理
士
に
よ
る
高
村
正
彦

後
援
会

松
永
浩
之
松
田

明
周
南
市
城
ケ
丘
２
丁
目
１
番
31号

〃
〃
４

光
野
惠
美
子
後
援
会

岩
田

貢
岩
田

貢
柳
井
市
古
開
作
1146の

20
〃
９
、
11

平
成
三
十
年
九
月
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
九
月
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

一
二
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